
   三田市通所型サービスＢ事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三田市が実施する三田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要

綱(以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、総合事業実施要綱第

４条別表第１（１）第１号事業イ通所型サービス②通所型サービスＢ（以下「通所

型サービスＢ」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 通所型サービスＢの対象者(以下「対象者」という。)は、総合事業実施要綱第

５条第1項各号に該当し、事業を利用する必要があると市長が認める者とする。 

 

（事業内容） 

第３条 通所型サービスＢの内容は、対象者に対して、その居住地域の通いの場におい

て、レクリエーション、体操、食事の提供、その他認知症予防等のサービスを提供

するものとする。 

 

（人員基準等） 

第４条 通所型サービスＢを行う事業所（以下「事業所」という。）ごとに置くべき従

事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。 

 

（設備等に関する基準） 

第５条 事業所には、通所型サービスＢの運営を行うために必要な広さを有する区画を

設けるほか、通所型サービスＢの提供に必要な設備・備品等を備えなければならな

い。 

 

（衛生管理等） 

第６条 通所型サービスＢの実施者（以下「事業者」という。）は、従事者等の清潔の

保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 

（秘密保持等） 

第７条 通所型サービスＢの従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ

め文書により得ておかなければならない。 



 

（事故発生時の対応） 

第８条 事業者は、対象者に対する通所型サービスＢの提供により事故が発生した場合

は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ

ならない。 

３ 事業者は、対象者に対する通所型サービスＢの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、当該損害の賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（届出） 

第９条 事業者は、通所型サービスＢ事業を廃止し、又は休止しようとするときは、そ

の廃止又は休止の日の１月前までに、次に掲げる事項を三田市長に届け出なければ

ならない。 

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日 

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由 

(3) 現に生活支援型サービスを受けている者に対する措置 

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 

（利用回数等） 

第１０条 通所型サービスＢの利用回数は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める回数とし、サービス提供時間は１回当たり４時間以上とする。 

(1) 介護保険法(平成９年法律第１２３号)による要支援２の者 １週間につき３

回を限度とする。 

(2) 前号に掲げる者以外の者 １週間につき１回を限度とする 

２ 前項の規定にかかわらず、総合事業実施要綱に規定する指定介護予防通所介護相

当サービスを利用する場合は、前項第１号に定める回数から当該指定介護予防通所

介護相当サービスの利用回数を減じて得た回数を限度とする。 

 

（利用手続き等） 

第１１条 対象者は、通所型サービスＢの提供を受ける事業者に三田市介護保険被保険

者証を提示し、サービスの提供を受けるものとする。 

 

（利用の届出等） 

第１２条 対象者は、通所型サービスＢの利用を開始した場合は、通所型サービスＢ（高

齢者ふれあいデイサービス）利用開始届出書（様式第１号）を市長に提出するもの

とする。 

２ サービス利用の中止等により、前項の届出内容に変更が生じた場合は、通所型サ

ービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）利用変更・中止届出書（様式第２号）を

市長に提出するものとする。 



 

（事業実施報告及び経費等） 

第１３条 市長は、通所型サービスＢの提供事業者に対し、別表第１に定める額を支払

う。 

２ 事業者は、通所型サービスＢを提供した場合、次に掲げる事項をサービス提供月

単位に記載した実施報告書を添付して、サービス提供月の翌月２０日までに市長に

対し当該委託費の請求をするものとする。 

(1) 利用者氏名 

(2) 被保険者番号 

(3) 利用日時 

(4) 請求内訳 

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは速やかにその内容を確認し、請求

があった日から３０日以内に支払うものとする。 

 

（利用料） 

第１４条 対象者は別表第２に定める利用料を負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、対象者から徴収することができる費用は、通所型サー

ビスＢにおいて提供される便宜のうち、食材料費その他対象者に負担させることが適

当と認められる費用（以下「実費費用」という。）とする。 

３ 第１項及び前項に規定する利用料及び実費費用は、対象者が通所型サービスＢを

実施する機関に直接納付するものとする。 

 

（経費の返還） 

第１５条 事業者が偽りその他不正な手段によって、第１３条第１項に規定する経費の

支払いを受けた場合は、市長は当該経費の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（報告及び調査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、調査するこ

とができる。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、三田市通所型サービスＢ事業の実施に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 
 
 



 
別表第１（第１３条関係） 
 

区分 実施回数 単価 
要支援２ １週につき、３回まで ２，７００円 
上記以外 １週につき、１回まで ２，５００円 

 
 
別表第２（第１４条関係） 
 

区分 利用回数 利用料 
要支援２ １週につき、３回まで  

５００円以内 上記以外 １週につき、１回まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第１号 



年   月   日 

 三 田 市 長   様 

 申請者 住   所               

（利用者）氏   名               

 

通所型サービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）利用開始届出書 

 

三田市通所型サービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）の利用を開始したので、下記

のとおり届け出します。 
 

記 
 

被保険者番号 
          

フ リ ガ ナ  

男 ・ 女 
氏 名  

住 所 

〒    － 

三田市 

 

生 年 月 日 明治・大正・昭和      年    月    日 （    歳） 

電 話 番 号  

利用開始した 
事 業 名 

  

利 用 開 始 日 平成   年   月   日 

現在の要介護認
定 結 果 等 

要支援  1  ・  要支援  2  ・  基本チェックリスト該当 

有効期間 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第２号 



年   月   日 

 三 田 市 長   様 

 申請者 住   所               

（利用者）氏   名               

 

通所型サービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）利用変更・中止届出書（様式第２号） 
 

三田市通所型サービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）の利用を（変更・中止）した

ので、下記のとおり届け出します。 
 

記 
 

被保険者番号 
          

フ リ ガ ナ  

男 ・ 女 
氏 名  

住 所 

〒    － 

三田市 

 

生 年 月 日 明治・大正・昭和      年    月    日 （    歳） 

電 話 番 号  

利用変更・中止
し た 
事 業 名 

  

利 用 開 始 日 平成   年   月   日 

現在の要介護認
定 結 果 等 

要支援  1  ・  要支援  2  ・  基本チェックリスト該当 

有効期間 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 

 


